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令和 8・9 年度 

物品競争入札参加資格審査申請（定期後）の御案内 
 

 静岡市（上下水道局、市立病院、各市立学校・園を含む。）が発注する物品の製造の請負

又は買入れ若しくは売払いに係る競争入札及び随意契約の見積りに参加を希望される方は、

「８ 申請者の資格」を確認の上、次により申請手続をしてください。 

 なお、申請書式は静岡市ホームページからもダウンロードできますのでご利用ください。 

※「定期後」とは、12 月１日から翌年 3 月 31 日までの間に受付ける申請のことで、申

請時期によっては、新年度開始日である 4 月 1 日に資格の認定が間に合わない場合があ

ります。 

 

静岡市ホームページ（ページ ID：57026） 

「令和 8・9 年度物品競争入札参加資格審査申請（定期後）について」 
https://www.city.shizuoka.lg.jp/s9342/s012356.html  

                                 

 

■１ 受付期間 

   令和７年１２月１日から令和８年３月 3１日まで（必着） 

不足書類等を提出期限までに提出されない場合、資格認定されないことがありま 

す。ご注意ください。 

 

■２ 申請書等の提出方法 

Ａ４サイズが入る（角形２号）封筒（レターパック可）に入れて、郵送又は持参 

受付した書類は返却しません。 
 
■３ 申請書等の提出場所 

〒420-8602 静岡市葵区追手町５番１号 

静岡市役所静岡庁舎 10 階 契約課 物品調達係  

※ 封筒の表に「物品競争入札参加資格審査申請書類在中」と明記してください。 

※ 窓口での受付時間 

   月曜日から金曜日の午前９時から正午まで及び午後 1 時から午後５時まで 

   閉庁日（土曜日、日曜日、祝休日及び年末年始閉庁日）は受付できません。 

 

■４ 申請書等の入手方法等 

   ４ページ又は５ページの「提出書類一覧表」に基づき必要な書類を揃えて提出して

ください。提出書類の内『市の指定用紙』は、静岡市ホームページから入手できます。

また、静岡市役所静岡庁舎 10 階契約課物品調達係窓口でも配付します。 

なお、郵送にて入手を希望される方は、Ａ４サイズが入る（角形２号）返信用封筒

（返送先住所・会社名等を記入し、180 円分の切手を貼ったもの）を同封して請求し

てください。 

 

■５  資格認定の通知 

  提出された申請書の審査結果については、令和８年２月中旬から順次、静岡市ホー

ムページへ掲載することにより通知します。 

 

静岡市ホームページ（ページ ID：12138） 

https://www.city.shizuoka.lg.jp/p008328.html 

 

 

定期後 

 

定期後申請の御案内 

申請書式ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞﾍﾟｰｼﾞ 

物品調達ページ 

 

https://www.city.shizuoka.lg.jp/s9342/s012356.html
https://www.city.shizuoka.lg.jp/p008328.html
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■６  資格の有効期間 

   認定日から令和 10 年３月 31 日まで 
 

■７ 注意事項等 

（１） 証明書は、申請書提出前３か月以内に証明されたもの（写し可）を提出してくだ

さい。（例えば令和７年 12 月８日に申請書を提出する場合には、令和７年 9 月９日

以降の証明日のものが有効） 

（２）申請書等の作成は日本語で、金額欄は日本国通貨で記入してください。 

（３）本申請は、入札に参加するための資格審査であり、必ずしも競争入札への参加を

保証するものではありません。 

（４）申請書受付後、提出書類の内容（代表者・住所等）に変更があった場合は、「記載

事項変更届」（市ホームページから入手可）を提出してください。 

（５）入札参加資格が認定された場合、令和８・９年度物品競争入札参加資格者名簿に

登載し公開します。また、申請された内容及び提出された書類について、その全部

又は一部が静岡市との契約事務において参考資料とする場合があります。 

         

■８ 申請者の資格 

（１）以下に該当しない者 

① 契約を締結する能力を有しない者 

② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号） 

第 32 条第１項各号に掲げる者 

（２）資格審査申請日直前に終了した事業年度まで、引き続き１年以上その営業を行い、

12 か月分の決算が確定している者 

（３）静岡市税（法人にあっては法人市民税及び固定資産税、個人にあっては個人市 

民税及び固定資産税に限る。）並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

（４）営業に関し、法令上必要とされる許可、認可等を受けている者 

【営業に関する必要な許認可等の一例】 

※掲載以外の許可等についても提出を求める場合があります。 

※営業所ごとに必要な許認可がありますのでご注意ください。  

    ※認定期間内に許認可の有効期間を延長せず失効した場合は、営業種目の変更又は削除のため

変更届を提出してください。 

営業種目コード 営業種目 許認可等名称 

８－１ 医療用薬品 医薬品販売業許可証 

９－２ 医療用機器 
管理医療用機器販売業届出書又は高度管理医療機器等販

売業許可証 

15－２ 自動車修理・板金塗装 自動車特定（分解）整備事業認証 

16－１ 石油製品 
石油製品販売業（開始）届出書 ※ガソリンを販売する場合、

揮発油販売業登録済通知書を併せて提出すること。 

16－２ 液化石油ガス 液化石油ガス販売事業登録 

16－３ 各種高圧ガス 高圧ガス販売事業届出書又は 高圧ガス製造許可 

23－１ 金属くず買受 静岡県の金属くず商許可証又は金属くず行商届出 

23－４ 中古車買受 古物商許可証 
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申請についての問い合わせ先  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡市葵区追手町５番１号 

静岡市役所 静岡庁舎 １０階 

財政局 財政部 契約課 物品調達係 

ＴＥＬ  054-221-1347 

ＦＡＸ  054-221-1028 
 

［ ホームページアドレス ］  静岡市契約課 

https://www.city.shizuoka.lg.jp/s9342/s012333.html 
 

 

 

〒420-8602 

静岡市葵区追手町５番１号 

静岡市役所  

財政局財政部契約課物品調達係  行 

 
「物品競争入札参加資格審査申請書類 在中」 

 
 

宛先ラベルとして使用できます。 
 

https://www.city.shizuoka.lg.jp/s9342/s012333.html
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提出書類(法人)一覧表 
No 書類の名称 書類の説明等 提出対象者 

１ 
返信用封筒(定形郵便物用) 
（長形３号又は４号） 

受付済証の送付用。110 円切手を貼付し、宛先明

記したもの 
全員 

２ 受付済証(控)(市の指定用紙１) 商号又は名称を２か所記入してください。 全員 

３ 
物品競争入札参加資格審査申請

書(市の指定用紙２) 

申請者欄の印は、法務局に登記してある会社の実

印を押印してください。 全員 

４ 
静岡市物品競争入札参加資格審

査調書(市の指定用紙３) 

記載例（法人）を参考に記入してください。 
全員 

５ 

委任状 
(市の指定用紙４) 

入札・見積・契約の締結を特定の代理人に委任す

る場合のみ提出してください。 

例）本社・本店等から支店・営業所等へ委任する

場合など 

該当する 

場合のみ 

６ 

法人番号通知書の写し 国税庁からの通知書の写し 
※法人番号について法人番号公表サイトからダウンロー

ドできます。→https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/ 
全員 

 

７ 

印鑑証明書 
 (写し可、縮小・拡大は不可) 

 申請日前３か月以内の発行 

法務局が証明するもの  

全員 

８ 

登記事項証明書 
（写し可） 

申請日前３か月以内の発行 

申請地の法務局が証明するもの（履歴事項全部証明書又は

現在事項全部事項証明書）※No15 誓約書の別紙に記載

されている役員が全て記載されていること 

 

全員 

９ 

納税証明書 
（写し可） 

※滞納がある場合は、申請書類の受理は

できません。 

申請日前３か月以内の発行 

 

① 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

（「その３の 3：未納税額のない証明」税務署発

行のもの） 
オンライン請求が便利です。→https://www.e-tax.nta.go.jp/ 

全員 

② 法人市民税納税証明書 

（決算期により証明される直近１年度分。静岡市

に納めたもの）※市内に支店又は営業所等があり、受

任者を設置する場合には必ず提出が必要です。 静岡市に 

納税義務の 

ある方のみ 
 

③ 固定資産税（償却資産を含む。）納税証明書  

静岡市に納めた令和７年度分（申請時点におい

て納期到来分は完納していること。）代表者の個

人名義の資産に課税されているものは不要で

す。 

10 
財務諸表 
（写し可） 

申請日の直前１年間分の決算時における貸借対

照表及び損益計算書 ※連結決算書は不可 
全員 

11 

許認可証等の写し 官公庁の許可､認可がないと営業ができない業種

の場合（営業種目：8-1、9-2、16-1、16-2、

16-3、23-1、23-4） 

該当する 

場合のみ 

12 
印刷設備明細書 
(市の指定用紙５) 

 営業種目コード１－１、１－２、１－３、１－４で

申請する場合 
該当する 

場合のみ 

13 
車両整備機器明細書 
(市の指定用紙６)  

営業種目コード１５－２の自動車修理で申請する場合 

※自動車特定（分解）整備事業認証・修理中の車両に対す

る災害保険加入証明書又は保険証書を添付してください。 

該当する 

場合のみ 

14 会社案内書等 会社等の営業内容・事業内容等を示したもの 作成している

場合のみ 

15 

暴力団排除に関する誓約書兼同

意書・別紙役員等氏名一覧 
(市の指定用紙７) 

誓約者は、この表「３物品競争入札参加資格審査

申請書」の申請者と同じになります。 全員 

■ 事業協同組合等（上記提出書類のほか、下記１～３も提出すること） 

１ 組合定款（写し可）  全員 

２ 組合員役員名簿（写し可）  全員 

３ 組合員名簿（写し可）  全員 

法人 

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
https://www.e-tax.nta.go.jp/
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 提出書類（個人）一覧表 
No 書類の名称 書類の説明等 提出対象者 

１ 
返信用封筒(定形郵便物用) 
（長形３号又は４号） 

受付済証の送付用。110 円切手を貼付し、宛先

明記したもの 
全員 

２ 受付済証(控)(市の指定用紙１) 商号又は名称を２か所記入してください。 全員 

３ 
物品競争入札参加資格審査申請

書(市の指定用紙２) 

申請者欄の印は、市区町村に登録してある事業

主の実印を押印してください。 
全員 

４ 
静岡市物品競争入札参加資格審

査調書(市の指定用紙３) 

記載例（個人）を参考に記入してください。 
全員 

５ 
委任状 
(市の指定用紙４) 

入札・見積・契約の締結を特定の代理人に委任す

る場合のみ提出してください。 
該当する 

場合のみ 

６ 

印鑑証明書 
(写し可、縮小・拡大は不可) 

申請日前３か月以内の発行 

市区町村長が証明するもの 全員 

７ 
身分証明書 
（写し可） 

本籍地の市区町村長が証明するもの 全員 

※外国人の

方は除く 

８ 

登記事項証明書 
（写し可） 

申請日前３か月以内の発行 

｢登記されていないことの証明書｣(成年被後見人、

被保佐人であることの記録がない旨を証するもの)

は､東京法務局が証明するもの 

発行手続は東京法務局民事行政部後見登録課（同

法務局ホームページアドレス→ 

http://www.moj.go.jp/tetsuduki_koken.html 

へ郵便請求していただくか､または静岡地方法務

局本局の窓口に直接出向き請求（郵便請求不可）

してください。詳しくは静岡地方法務局までお問

合せください。 

（電話０５４－２５４－３５５５） 

全員 

９ 

納税証明書 
（写し可） 

※滞納がある場合は、申請書類の

受理はできません。 

申請日前３か月以内の発行 

 

① 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

（「その３の２：未納税額のない証明」税務署発行

の も の ） オ ン ラ イ ン 請 求 が 便 利 で す 。 →

https://www.e-tax.nta.go.jp/ 

全員 

② 市民税の納税証明書（静岡市に納めた直近１年

度分のもの）（申請時点において納期到来分は完

納していること。）（市民税課・駿河税務センター・

清水市税事務所・各区の支所及び各市民サービスコー

ナー） 
静岡市に 

納税義務の 

ある方のみ ③ 固定資産税の納税証明書（静岡市で納めた令和

７年度分）（申請時点において納期到来分は完納

していること。）（市民税課・駿河税務センター・清水

市税事務所・各区の支所及び各市民サービスコーナー） 

10 
財務諸表 
（写し可） 

前年分の所得税青色申告決算書（一般用）の貸借

対照表及び損益計算書､青色申告以外の方は確定

申告書又は市県民税申告書 

全員 

11 
許認可証等の写し 官公庁の許可､認可がないと営業ができない業種

の場合（営業種目：8-1、9-2、16-1、16-2、

16-3、23-1、23-4） 

該当する 

場合のみ 

12 
印刷設備明細書(市の指定用紙５) 営業種目コード１－１、１－２、１－３、１－４

で申請する場合 
該当する 

場合のみ 

13 
車両整備機器明細書 
(市の指定用紙６)  

営業種目コード１５－２の自動車修理で申請する場合 

※自動車特定（分解）整備事業認証・修理中の車両に対する災

害保険加入証明書又は保険証書を添付してください。 
該当する 

場合のみ 

14 営業案内書等 営業・事業内容等を示したもの 作成してい

る場合のみ 

15 
暴力団排除に関する誓約書兼同

意書・別紙役員等氏名一覧 
(市の指定用紙７) 

誓約者は、この表「３物品競争入札参加資格審査申請書」

の申請者と同じになります 全員 

 

個人 

http://www.moj.go.jp/tetsuduki_koken.html
https://www.e-tax.nta.go.jp/

